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近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域

─
関
東
大
地
主
研
究
の
た
め
の
覚
書
─

小
　
松
　
賢
　
司

は
じ
め
に

　
近
世
期
の
江
戸
は
、
幕
府
の
本
拠
地
で
あ
り
、
か
つ
最
大
の
消
費
都
市
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
江
戸
を
と
り
ま
く
関
東
は
、
幕
府
の
存
立

の
た
め
に
物
資
や
労
働
力
が
常
に
徴
発
さ
れ
続
け
、
ま
た
江
戸
の
消
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
物
資
や
労
働
力
の
供
給
を
担
い
続
け
た
。
こ

う
し
て
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
、
そ
し
て
文
化
的
に
も
江
戸
の
影
響
を
多
分
に
受
け
続
け
る
関
東
は
、
日
本
近
世
社
会
の
特
質
が
極
端

な
形
で
顕
れ
る
地
域
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
近
世
史
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
関
東
の
社
会
構
造
に
関
す
る
研
究
で
は
、
地
主
小
作
関
係
が
本
格
的
に
展
開
し
な
い
た
め
、
地
域
の
金
融
網
の
頂
点
に
立
つ

在
郷
商
人
が
地
主
化
を
と
げ
ず
、
ま
た
そ
の
金
融
網
に
編
成
さ
れ
た
村
方
地
主
も
、
手
作
を
中
心
と
し
た
経
営
形
態
を
幕
末
期
に
至
っ
て

も
脱
し
得
な
い
と
い
う
「
停
滞
的
」
な
社
会
構
造
が
各
地
で
見
出
さ
れ
、
そ
れ
が
関
東
全
域
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
地
域
的
特
質
と
見
な
さ
れ

て
き
た
。
筆
者
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
し
て
き
た
武
蔵
国
入
間
郡
に
お
い
て
、
一
村
レ
ベ
ル
の
村
方
地
主
が
並
び
立
つ
同
様
の

社
会
構
造
を
見
出
し
て
い
る）（
（

。
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と
こ
ろ
が
、
関
東
の
一
部
に
は
、
地
主
小
作
関
係
が
高
度
に
発
展
し
、
数
ヶ
村
に

ま
た
が
っ
て
土
地
を
所
持
す
る
大
地
主
が
成
長
を
遂
げ
た
地
域
が
あ
る
。［
表
（
］

は
、
明
治
三
一
年
刊
行
の
『
日
本
全
国
商
工
人
名
録）（
（

』
を
も
と
に
、
東
京
府
を
除
く）（
（

関
東
六
県
に
お
い
て
地
価
二
万
円
以
上
を
所
有
す
る
地
主
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

計
一
〇
六
家
の
う
ち
半
分
近
く
の
四
四
家
が
埼
玉
県
在
住
で
あ
り
、
な
か
で
も
三
一

家
を
埼
玉
・
葛
飾
両
郡
が
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
価
五
万
円
以
上
を
所
有
す
る

九
家
の
う
ち
五
家
が
両
郡
在
住
者
で
あ
り
、
四
～
五
万
円
を
所
有
す
る
一
一
家
の
う

ち
で
も
五
家
を
両
郡
在
住
者
が
占
め
て
い
る
。
そ
の
地
域
的
な
偏
り
は
、
四
万
円
以

上
を
所
有
す
る
大
地
主
計
二
〇
家
の
分
布
を
示
し
た
［
図
（
］
を
見
れ
ば
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

　［
表
（
］
と
［
図
（
］
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
れ
ば
、
地
価
四
万
円
以
上
の
大
地

主
二
〇
家
に
つ
い
て
、
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、

開
港
以
降
に
生
糸
等
の
取
引
に
よ
っ
て
急
成
長
を
遂
げ
た
家
で
あ
り
、
栃
木
・
群
馬

両
県
の
四
家
の
ほ
か
、
横
浜
の
原
家
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
第
二
に
、
利
根
川
お
よ

び
霞
ヶ
浦
沿
岸
の
在
郷
町
に
居
住
す
る
家
で
あ
り
、
茨
城
県
の
一
家
と
、
千
葉
県
の

菅
井
・
藤
江
両
家
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
半
数
以
上
を
占
め
る
の
が
、
第
三

の
江
戸
川
・
中
川
流
域
に
居
住
す
る
家
で
あ
り
、
埼
玉
県
の
一
一
家
す
べ
て
と
、
千

葉
県
の
茂
木
家
（
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
）
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
第
三
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、

表 1　明治 31年『日本全国商工人名録』にみる所有地価 2万円以上の地主
（～（万円 （～4万円 4～5万円 5万円以上

埼玉県 （4 9 6 5
足立郡 4 （ （ ⑩ 草加町（現草加市）浅古家
入間郡 （
大里郡 4 （

埼玉郡 （（ （ （
⑪ 粕壁町（現春日部市）永田家

（
59000円 ① 粕壁町（現春日部市）田村家

⑫ 川柳村（現草加市）藤波家 54000円 ② 笠原村（現鴻巣市）手島家

葛飾郡 4 4 （
⑬ 早稲田村（現三郷市）石井家

（
84000円 ③ 幸松村（現春日部市）鈴木家

⑭ 吉川村（現吉川市）高鹿家 60000円 ④ 桜井村（現杉戸町）関口家
⑮ 高野村（現杉戸市）野口家 54000円 ⑤ 幸松村（現春日部市）田中家

千葉県 （4 （ （
⑯ 野田町（現野田市）茂木家

（
56000円 ⑥ 安食町（現栄町）藤江家

⑰ 佐原町（現香取市）菅井家
神奈川県 （ （ 77000円 ⑦ 横浜市 原家
茨城県 8 （ （ ⑱ 玉造町（現行方市）宮本家
栃木県 （（ 5 （ ⑲ 山前村（現足利市）岡島家

群馬県 4 （ （ ⑳ 高崎町（現高崎市）小林家 （
54000円 ⑧ 赤堀村（現伊勢崎市）本間家
5（000円 ⑨ 高崎町（現高崎市）桜井家
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図 1　明治 31年における所有地価 4万円以上の大地主の分布
・図中の線は近世期の国郡境を示している。
・数字は表 （と対応している。　　　　　　
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表
中
で
最
大
規
模
の
幸
松
村
鈴
木
家
も
含
ま
れ
る
。
次
点
の
原
家
は
、
原
三
溪
を
出
し
た
全
国
的
に
も
著
名
な
家
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
凌

駕
す
る
規
模
の
大
地
主
が
、
埼
玉
県
東
部
の
一
農
村
に
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

　［
表
（
］
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
明
治
三
一
年
の
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
特
定
の
地
域
に
の
み
大
地
主
が
成
長
し
た
の
か
に
つ

い
て
は
、
近
世
期
以
来
の
地
域
的
特
質
の
な
か
で
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
地
主
小
作
関
係
が
本
格
的
な
展
開
を
み
せ
な
い
と
さ
れ

て
き
た
関
東
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
「
特
殊
」
な
地
域
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
の
「
特
殊
」
性
を
生
み
出
し
た
要
因
を
明
ら
か
に
し
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
改
め
て
、
関
東
全
体
の
地
域
的
特
質
を
再
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
本
稿
は
、
右
の
課
題
意
識
に
基
づ
く
全
面
的
な
分
析
の
前
提
と
し
て
、
埼
玉
県
東
部
地
域
を
対
象
に
、
近
世
期
の
当
該
地
域
に
関
す
る

先
行
研
究
の
整
理
を
行
い
、
論
点
の
サ
ー
ヴ
ェ
イ
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一
　
近
世
期
当
該
地
域
の
概
況

　
は
じ
め
に
明
治
期
の
統
計
な
ど
を
用
い
て
、
当
該
地
域
（［
図
（
］）
の
概
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　［
表
（
］
は
、
明
治
一
〇
年
代
に
作
成
さ
れ
た
「
府
県
統
計
書）4
（

」
と
、
明
治
一
〇
年
作
成
の
「
全
国
農
産
表）5
（

」
を
用
い
て
、
対
象
と
な

る
武
蔵
国
埼
玉
郡
・
葛
飾
郡
お
よ
び
下
総
国
葛
飾
郡
の
三
郡
と
、
武
蔵
国
内
の
他
郡
、
関
東
他
国
の
農
業
生
産
状
況
を
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
表
か
ら
、
対
象
の
三
郡
の
農
業
生
産
状
況
の
特
徴
を
読
み
取
っ
て
お
き
た
い
。

　
田
地
率
を
み
る
と
、
三
郡
と
も
全
耕
地
の
五
割
前
後
が
田
地
で
あ
り
、
特
に
武
蔵
国
葛
飾
郡
は
七
割
近
く
を
田
地
が
占
め
て
い
る
。
こ

の
田
地
率
は
武
蔵
国
内
で
は
か
な
り
高
い
も
の
と
言
え
る
が
、
関
東
全
体
と
し
て
み
る
と
、
房
総
三
ヶ
国
は
い
ず
れ
も
こ
れ
に
匹
敵
す
る

比
率
に
な
っ
て
お
り
、
三
郡
だ
け
の
特
徴
と
は
言
え
な
い
。
次
に
小
作
地
率
を
み
る
と
、
三
郡
い
ず
れ
も
五
割
近
く
を
小
作
地
が
占
め
て
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凡例：実線は国郡境、破線は現市町村境
　　　太字は旧国郡名、ゴチック体は現市町村
　　　明朝体は表 （に現れた大地主が居住する旧村名

図 2　大地主地帯 3郡の旧国郡と現市町村
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お
り
、
比
較
的
高
い
比
率
で
は
あ
る
が
、
関
東
に
は
同
水
準
を
示
す
他
郡
・
他
国
も
み
ら
れ
、
や
は
り
三
郡
だ
け
の
特
徴
と
は
言
え
な
い
。

　
米
生
産
量
を
米
作
地
で
除
し
た
数
値
は
、
米
の
生
産
力
を
読
み
取
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
武
蔵
国
葛
飾
郡
の
一
二
と
い
う
値
は
、
気

候
が
比
較
的
温
暖
な
相
模
国
と
同
水
準
で
あ
り
、
残
り
二
郡
も
含
め
、
生
産
力
は
比
較
的
高
い
方
だ
っ
た
と
言
え
る
。
米
生
産
量
を
耕
地

総
面
積
で
除
し
た
値
も
高
く
な
っ
て
お
り
、
米
生
産
に
重
点
を
置
い
た
地
域
だ
っ
た
と
言
え
る
。
実
綿
と
繭
に
つ
い
て
の
同
様
の
数
値
を

み
る
と
、
実
綿
の
数
値
が
か
な
り
高
い
値
を
示
し
て
お
り
、
関
東
の
な
か
で
は
綿
作
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、

同
様
の
計
算
を
、
綿
作
地
帯
と
し
て
全
国
的
に
著
名
な
河
内
国
や
三
河
国
の
諸
郡
で
行
う
と
、
多
く
の
郡
で
三
桁
を
超
え
、
五
〇
〇
を
超

え
る
郡
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
生
産
規
模
は
ま
る
で
異
な
っ
て
お
り
、
全
国
レ
ベ
ル
で
の
綿
作
地
帯
と
ま
で
は
い
え
な
い
水
準
で
あ
っ

た
）
6
（

。
　
以
上
［
表
（
］
か
ら
、
対
象
と
す
る
三

郡
に
つ
い
て
、
関
東
の
な
か
で
は
田
地

率
・
小
作
地
率
・
米
生
産
力
と
も
比
較
的

高
か
っ
た
こ
と
、
米
作
と
綿
作
に
重
点
が

置
か
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し

そ
れ
は
い
ず
れ
も
、
関
東
の
な
か
で
「
特

殊
」
と
い
え
る
ほ
ど
の
水
準
で
は
な
か
っ

た
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た

し
か
に
三
郡
は
関
東
の
な
か
で
比
較
的

「
豊
か
」
な
様
相
を
み
せ
て
い
る
と
は
い

表 2　明治初年の統計資料にもとづく武蔵国内諸郡・関東各国の農業生産状況

国名 郡名 田地面積
（町）

畑地面積
（町）

耕地総
面積 田地率 自作地

（町）
小作地
（町） 小作地率 米作地

（町）
米生産量
（石）

米生産量/
米作地

米生産量/
耕地総面積

実綿生産量
（斤）

実綿生産量/
耕地総面積

繭生産量
（斤）

繭生産量/
耕地総面積

武蔵国 埼玉郡 （（（（8 � （9（46 � 4（674 55％ � （5（79 （7494 41％ （80（4 （60（（（ � 9 4 （654646 39 　（04（0 � （
武蔵国 葛飾郡 （497（ 　6987 � （（959 68％ � （（（77 � 968（ 44％ （（505 （（60（8 12 6 � 500946 23 �　5650 � 0
下総国 葛飾郡 �865（ � （（949 � （0600 4（％ � （060（ （0（06 49％ � 6864 � 64（（4 � 9 （ � 45（044 22 �　（64（ � 0
武蔵国 足立郡 （45（8 � （666（ � （（（80 47％ � （4（80 （6975 54％ （（（（5 （07（00 � 9 （ � （（（9（4 � 7 　（45（7 � （
武蔵国 豊島郡 �（（（（ 　6500 　88（（ （6％ 　57（9 � （（0（ （5％ � （045 � （（478 （（ （ �　（08（ � 0 �　6（8（ � （
武蔵国 新座郡 　687 　（（49 　40（6 （7％ 　（75（ � （（84 57％ 　699 　5064 � 7 （ 　　（60 � 0 　（（899 � 6
武蔵国 荏原郡 �（0（6 　4449 　6475 （（％ 　（665 � （74（ 43％ � （787 � （9754 （（ （ �　（86（ � 0 �　4（97 � （
武蔵国 入間郡 �6（（5 � （（50（ � （87（7 （（％ � （（996 � 68（7 （（％ � 47（7 � （50（4 � 7 （ 　57648 � （ � （44（0（ � 8
武蔵国 高麗郡 �（（6（ 　4（（4 　5597 （4％ 　4（66 � （（（（ （（％ 　9（（ 　6459 � 7 （ 　（（（7（ � （ 　57009 （0
武蔵国 比企郡 �478（ � （0865 � （5648 （（％ � （（（98 � 4（87 （8％ � （948 � （5058 � 6 （ 　9984（ � 6 　65（90 � 4
武蔵国 横見郡 �（078 　（（（（ 　（（9（ （（％ 　（（68 � （（（5 （（％ 　866 　49（7 � 6 （ 　（（964 � 6 �　44（4 � （
武蔵国 大里郡 �（67（ 　（79（ 　（464 48％ 　（069 � （（94 40％ � （（74 　8（（0 � 7 （ 　86（（（ 25 　48908 （4
武蔵国 男衾郡 　507 　（449 　（956 （6％ 　（46（ 　49（ （5％ 　（（（ 　（8（（ � 6 （ 　（（879 （（ 　（（967 （（
武蔵国 旛羅郡 �（（40 　（（4（ 　548（ （9％ 　（564 � （9（6 （5％ � （（4（ � （69（6 � 8 （ 　5（8（7 （0 　（85（9 � 7
武蔵国 榛沢郡 �（0（0 　5（（（ 　6（（（ （6％ 　46（7 � （506 （5％ 　（49 　（6（5 � 8 0 �　6057 � （ � （（（65（ （（
武蔵国 児玉郡 �（（9（ 　（（8（ 　4474 （9％ 　（8（（ � （660 （7％ 　5（7 　（878 � 5 （ �　（（68 � 0 　766（8 （7
武蔵国 賀美郡 　4（6 　（807 　（（4（ （9％ 　（6（（ 　6（9 （8％ 　449 　（606 � 6 （ �　4885 � （ 　9694（ 4（
武蔵国 那賀郡 　（94 �　748 　（04（ （8％ 　786 　（55 （4％ 　（05 �　（65 � （ 0 �　（0（9 � （ 　（4045 （（
武蔵国 秩父郡 　746 　8556 　9（0（ � 8％ 　8（（（ � （086 （（％ 　58（ 　（（49 � 5 0 �　7585 � （ � （（8（88 （5
武蔵国 多摩郡 �489（ � （58（4 � （0705 （6％ （（（8（ � 9（（（ （0％ � （59（ � （89（0 （（ （ 　　（84 � 0 � （8（484 � 9
武蔵国 橘樹郡 �4904 　4（67 　907（ 54％ 　6（56 � （7（4 （0％ � 4070 � 44（84 （（ 5 � （05986 （（ �　4774 � （
武蔵国 都築郡 �（964 　（869 　58（（ （4％ 　4（4（ � （590 （7％ � （68（ � （7（96 （0 （ 　57（（0 （0 �　（08（ � （
武蔵国 久良岐郡 �（00（ 　（（97 　（（00 46％ 　（（（（ 　975 44％ 　869 　8478 （0 4 　（（（08 （0 ─ ─
武蔵国 計 9（（60 （48（5（ （404（（ （8％ （5（969 89（5（ （7％ 7（8（（ 669955 � 9 （ （94（786 （（ （（（50（9 � 6
下総国 計 6（4（7 � 5755（ （（9970 52％ � 6690（ 5（（75 44％ 49060 4（6（（4 � 9 4 （4（（7（（ （（ 　（7950 � 0
上総国 計 44（55 � （8（（6 � 7（（7（ 61％ � （989（ （（404 45％ （464（ （69486 � 8 4 � 590964 � 8 �　（（（9 � 0
安房国 計 �7769 　5495 � （（（64 59％ � （0645 � （560 （9％ � 5905 � 5（078 � 9 4 　676（7 � 5 　　　0 � 0
相模国 計 （6008 � 4（80（ � 58809 （7％ � （8（80 （0（（（ 52％ （（84（ （596（（ 12 （ � （（8（95 � 5 � （8（674 � 6
上野国 計 （9770 � 7（（（（ （0（98（ （9％ � 68（7（ （744（ （9％ （（5（7 （8095（ � 8 （ � 889546 � 9 （7（0486 （7
下野国 計 50945 � 56706 （0765（ 47％ � 78777 （7959 （6％ 4（（（4 （9（468 （0 4 （（7（005 22 　664（6 � （
常陸国 計 678（4 � 6984（ （（7657 49％ （04（98 （（0（6 （（％ 465（（ 44（（45 （0 （ （（（（97（ 23 　（（（84 � 0



近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域
（
小
松
）�

五
五

え
、
そ
の
農
業
生
産
状
況
か
ら
直
接
に
、

［
表
（
］
に
み
た
よ
う
な
大
地
主
の
集
中

を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
う
し
た
農
業
生
産
状
況
を
生

み
出
し
た
歴
史
的
背
景
、
す
な
わ
ち
開
発

の
問
題
は
、
当
該
地
域
を
理
解
す
る
う
え

で
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
関
東

近
世
史
研
究
会
二
〇
一
二
年
度
大
会
の
基

調
報
告
は
、
一
七
世
紀
段
階
の
関
東
に
お

け
る
開
発
を
網
羅
的
に
整
理
し
た
も
の
で

あ
っ
た）7
（

。
こ
れ
を
参
考
に
、
関
東
の
開
発

に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
①
一
七
世
紀
の

開
発
に
は
、
大
河
川
流
域
の
開
発
、
湖
沼

の
干
拓
、
用
水
整
備
に
よ
る
開
発
、
台
地

や
山
間
部
の
開
発
と
い
う
四
つ
が
あ
っ
た

こ
と
、
②
こ
の
う
ち
大
河
川
流
域
の
開
発

は
、
利
根
川
付
け
替
え
に
と
も
な
う
江
戸

川
・
中
川
流
域
一
帯
、
お
よ
び
利
根
川
下

表 2　明治初年の統計資料にもとづく武蔵国内諸郡・関東各国の農業生産状況

国名 郡名 田地面積
（町）

畑地面積
（町）

耕地総
面積 田地率 自作地

（町）
小作地
（町） 小作地率 米作地

（町）
米生産量
（石）

米生産量/
米作地

米生産量/
耕地総面積

実綿生産量
（斤）

実綿生産量/
耕地総面積

繭生産量
（斤）

繭生産量/
耕地総面積

武蔵国 埼玉郡 （（（（8 � （9（46 � 4（674 55％ � （5（79 （7494 41％ （80（4 （60（（（ � 9 4 （654646 39 　（04（0 � （
武蔵国 葛飾郡 （497（ 　6987 � （（959 68％ � （（（77 � 968（ 44％ （（505 （（60（8 12 6 � 500946 23 �　5650 � 0
下総国 葛飾郡 �865（ � （（949 � （0600 4（％ � （060（ （0（06 49％ � 6864 � 64（（4 � 9 （ � 45（044 22 �　（64（ � 0
武蔵国 足立郡 （45（8 � （666（ � （（（80 47％ � （4（80 （6975 54％ （（（（5 （07（00 � 9 （ � （（（9（4 � 7 　（45（7 � （
武蔵国 豊島郡 �（（（（ 　6500 　88（（ （6％ 　57（9 � （（0（ （5％ � （045 � （（478 （（ （ �　（08（ � 0 �　6（8（ � （
武蔵国 新座郡 　687 　（（49 　40（6 （7％ 　（75（ � （（84 57％ 　699 　5064 � 7 （ 　　（60 � 0 　（（899 � 6
武蔵国 荏原郡 �（0（6 　4449 　6475 （（％ 　（665 � （74（ 43％ � （787 � （9754 （（ （ �　（86（ � 0 �　4（97 � （
武蔵国 入間郡 �6（（5 � （（50（ � （87（7 （（％ � （（996 � 68（7 （（％ � 47（7 � （50（4 � 7 （ 　57648 � （ � （44（0（ � 8
武蔵国 高麗郡 �（（6（ 　4（（4 　5597 （4％ 　4（66 � （（（（ （（％ 　9（（ 　6459 � 7 （ 　（（（7（ � （ 　57009 （0
武蔵国 比企郡 �478（ � （0865 � （5648 （（％ � （（（98 � 4（87 （8％ � （948 � （5058 � 6 （ 　9984（ � 6 　65（90 � 4
武蔵国 横見郡 �（078 　（（（（ 　（（9（ （（％ 　（（68 � （（（5 （（％ 　866 　49（7 � 6 （ 　（（964 � 6 �　44（4 � （
武蔵国 大里郡 �（67（ 　（79（ 　（464 48％ 　（069 � （（94 40％ � （（74 　8（（0 � 7 （ 　86（（（ 25 　48908 （4
武蔵国 男衾郡 　507 　（449 　（956 （6％ 　（46（ 　49（ （5％ 　（（（ 　（8（（ � 6 （ 　（（879 （（ 　（（967 （（
武蔵国 旛羅郡 �（（40 　（（4（ 　548（ （9％ 　（564 � （9（6 （5％ � （（4（ � （69（6 � 8 （ 　5（8（7 （0 　（85（9 � 7
武蔵国 榛沢郡 �（0（0 　5（（（ 　6（（（ （6％ 　46（7 � （506 （5％ 　（49 　（6（5 � 8 0 �　6057 � （ � （（（65（ （（
武蔵国 児玉郡 �（（9（ 　（（8（ 　4474 （9％ 　（8（（ � （660 （7％ 　5（7 　（878 � 5 （ �　（（68 � 0 　766（8 （7
武蔵国 賀美郡 　4（6 　（807 　（（4（ （9％ 　（6（（ 　6（9 （8％ 　449 　（606 � 6 （ �　4885 � （ 　9694（ 4（
武蔵国 那賀郡 　（94 �　748 　（04（ （8％ 　786 　（55 （4％ 　（05 �　（65 � （ 0 �　（0（9 � （ 　（4045 （（
武蔵国 秩父郡 　746 　8556 　9（0（ � 8％ 　8（（（ � （086 （（％ 　58（ 　（（49 � 5 0 �　7585 � （ � （（8（88 （5
武蔵国 多摩郡 �489（ � （58（4 � （0705 （6％ （（（8（ � 9（（（ （0％ � （59（ � （89（0 （（ （ 　　（84 � 0 � （8（484 � 9
武蔵国 橘樹郡 �4904 　4（67 　907（ 54％ 　6（56 � （7（4 （0％ � 4070 � 44（84 （（ 5 � （05986 （（ �　4774 � （
武蔵国 都築郡 �（964 　（869 　58（（ （4％ 　4（4（ � （590 （7％ � （68（ � （7（96 （0 （ 　57（（0 （0 �　（08（ � （
武蔵国 久良岐郡 �（00（ 　（（97 　（（00 46％ 　（（（（ 　975 44％ 　869 　8478 （0 4 　（（（08 （0 ─ ─
武蔵国 計 9（（60 （48（5（ （404（（ （8％ （5（969 89（5（ （7％ 7（8（（ 669955 � 9 （ （94（786 （（ （（（50（9 � 6
下総国 計 6（4（7 � 5755（ （（9970 52％ � 6690（ 5（（75 44％ 49060 4（6（（4 � 9 4 （4（（7（（ （（ 　（7950 � 0
上総国 計 44（55 � （8（（6 � 7（（7（ 61％ � （989（ （（404 45％ （464（ （69486 � 8 4 � 590964 � 8 �　（（（9 � 0
安房国 計 �7769 　5495 � （（（64 59％ � （0645 � （560 （9％ � 5905 � 5（078 � 9 4 　676（7 � 5 　　　0 � 0
相模国 計 （6008 � 4（80（ � 58809 （7％ � （8（80 （0（（（ 52％ （（84（ （596（（ 12 （ � （（8（95 � 5 � （8（674 � 6
上野国 計 （9770 � 7（（（（ （0（98（ （9％ � 68（7（ （744（ （9％ （（5（7 （8095（ � 8 （ � 889546 � 9 （7（0486 （7
下野国 計 50945 � 56706 （0765（ 47％ � 78777 （7959 （6％ 4（（（4 （9（468 （0 4 （（7（005 22 　664（6 � （
常陸国 計 678（4 � 6984（ （（7657 49％ （04（98 （（0（6 （（％ 465（（ 44（（45 （0 （ （（（（97（ 23 　（（（84 � 0



近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域
（
小
松
）�

五
六

流
域
一
帯
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
②
の
開
発
の
対
象
地
域
が
、［
表
（
］
で
指
摘
し
た
大
地
主
の
第
二
・
第
三
グ
ル
ー
プ

の
居
住
地
と
一
致
す
る
の
は
、
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　
大
地
主
が
成
長
を
遂
げ
た
地
域
の
「
特
殊
」
性
は
、
一
七
世
紀
の
大
規
模
開
発
に
よ
っ
て
農
業
生
産
状
況
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
に

起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
。
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
た
農
業
生
産
状
況
は
、
他
地
域
と
比
し
て
「
特
殊
」
と
い
え
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た

が
、
開
発
と
い
う
歴
史
的
前
提
が
当
該
地
域
の
「
特
殊
」
性
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
も
っ
て
、
次

に
当
該
地
域
に
か
ん
す
る
先
行
研
究
の
成
果
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
当
該
地
域
に
か
ん
す
る
先
行
研
究

1
　
樋
籠
村
田
中
家
の
協
同
研
究

　
一
九
五
一
年
二
月
に
慶
応
義
塾
経
済
学
会
が
発
行
し
た
『
三
田
学
会
雑
誌
』
第
四
四
巻
第
二
号
は
、「
関
東
農
村
の
史
的
研
究
（
第
一

集
）」
と
題
さ
れ
、
武
蔵
国
葛
飾
郡
樋
籠
村
に
関
す
る
四
本
の
論
稿
を
収
録
し
て
い
る
。
四
本
す
べ
て
が
分
析
対
象
と
し
て
い
る
史
料
は
、

樋
籠
村
の
田
中
家
に
伝
来
し
た
史
料
群
（
以
下
「
田
中
家
文
書）8
（

」）
で
あ
り
、
同
家
は
［
表
（
］
に
幸
松
村
田
中
家
と
し
て
現
れ
て
い
た

地
価
五
四
〇
〇
〇
円
の
土
地
を
所
有
す
る
関
東
有
数
の
大
地
主
で
あ
る
。
企
画
の
趣
旨
を
説
明
し
た
巻
頭
論
文
「
樋
籠
村
の
協
同
研
究）9
（

」

に
よ
れ
ば
、
同
大
学
経
済
学
部
の
関
係
者
に
よ
る
協
同
研
究
を
行
う
に
際
し
、
野
村
兼
太
郎
氏
が
蒐
集
し
た
史
料
群
の
う
ち
か
ら
、
総
点

数
や
書
体
な
ど
が
適
当
な
も
の
と
し
て
「
田
中
家
文
書
」
を
選
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
偶
然
で
は
あ
る
が
、
当
該
地
域
に
関
す
る

先
駆
的
な
実
証
研
究
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
論
文
で
は
、
協
同
研
究
の
共
通
の
課
題
意
識
の
一
つ
が
「
樋
籠
村
に
大
地
主
＝
田

中
家
が
発
生
し
成
長
し
て
行
っ
た
過
程
、
そ
の
基
礎
は
何
に
在
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
如
何
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
点
で



近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域
（
小
松
）�

五
七

あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
筆
者
の
問
題
関
心
と
も
共
通
し
て
い
る
。
以
下
、
同
誌
収
録
の
各
論
文
の
内
容
を
整
理
し
て
い
こ

う
。

　
第
二
論
文
「
樋
籠
村
の
歴
史
─
一
地
主
の
成
立
と
そ
の
発
展
─）（（
（

」
は
、
全
体
の
総
論
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
論
文
で
あ
り
、
内
容
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
樋
籠
村
は
武
蔵
国
葛
飾
郡
幸
手
領
に
属
し
、
天
保
九
年
の
村
明
細
帳
に
よ
れ
ば
、
村
高
二
九
四
石
、
家
数
五
一
軒
、
耕
地
反
別
は
五

四
町
で
、
う
ち
田
地
は
二
三
町
で
あ
り
、
幕
府
代
官
の
支
配
を
受
け
て
い
る
。
樋
籠
村
の
名
が
史
料
に
現
れ
る
の
は
元
禄
期
以
降
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
は
柳
原
村
と
樋
籠
新
田
に
分
か
れ
て
い
た
。
名
主
は
元
禄
期
以
来
三
名
で
あ
り
、
樋
籠
村
内
の
三
つ
の
小
字
（
柳
原
・
樋
堀
・

向
島
）
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
　
寛
永
一
四
年
の
樋
籠
新
田
の
検
地
帳
は
、
現
存
す
る
も
の
が
四
冊
の
う
ち
一
冊
の
み
で
、
現
存
し
て
い
る
の
は
新
田
の
田
地
分
の
み

と
考
え
ら
れ
る
が
、
記
載
さ
れ
た
田
地
の
総
計
は
二
三
町
で
あ
り
、
の
ち
の
樋
籠
村
の
田
地
の
ほ
ぼ
全
て
が
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
寛
永
以
前
に
お
い
て
は
畑
が
主
で
あ
っ
た
の
が
寛
永
期
か
ら
治
水
設
備
が
行
わ
れ
て
水
田
が
開
か
れ
、
元
禄
に
は
田
が
全
耕

地
の
四
〇
％
を
占
め
る
に
至
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」。

③
　
元
禄
一
〇
年
の
検
地
帳
に
よ
れ
ば
、
一
町
前
後
を
所
持
す
る
家
が
大
多
数
で
あ
っ
て
、
極
端
な
大
地
主
や
零
細
耕
作
者
群
は
存
在
し

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
安
政
四
年
の
人
別
帳
に
よ
れ
ば
、
五
町
以
上
を
所
持
す
る
地
主
が
三
家
み
ら
れ
（
一
〇
町
以
上
も
二
家
）、
こ
の
三

家
で
村
の
土
地
の
六
二
％
を
占
有
し
て
お
り
、
一
方
に
所
持
地
五
反
未
満
の
家
が
二
四
家
も
存
在
し
て
い
る
。

④
　
安
政
四
年
時
点
の
最
大
の
高
持
は
又
兵
衛
＝
田
中
家
で
、
村
内
に
六
七
石
を
所
持
し
、
下
人
一
一
人
を
抱
え
て
い
る
。
天
明
八
年

「
持
高
弐
百
石
以
上
百
姓
書
上
帳）（（
（

」
に
よ
れ
ば
、
又
兵
衛
は
樋
籠
村
内
に
二
〇
〇
石
、
他
村
に
七
〇
〇
石
の
計
九
〇
〇
石
を
所
持
し
て
い

た
と
さ
れ
て
い
る
。「
史
料
の
示
す
限
り
、
田
中
家
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
質
屋
、
酒
屋
、
穀
物
商
の
如
き
も
の
を
営
ん
だ
形
跡
は
見
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ら
れ
な
い
」
こ
と
か
ら
、「
商
業
的
農
業
の
発
展
が
見
ら
れ
な
い
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
村
に
お
い
て
、
九
〇
〇
石
の
大
地
主
は
単
に
小
作
料

の
蓄
積
と
そ
の
高
利
貸
と
に
よ
っ
て
出
現
し
た
も
の
と
考
え
る
よ
り
他
な
い
」。

⑤
　
田
中
家
は
寛
文
三
年
に
樋
籠
新
田
の
「
名
主
田
地
」
を
質
地
に
と
り
、
以
後
は
樋
籠
村
（
柳
原
村
）
名
主
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な

る
。
元
禄
一
〇
年
の
検
地
帳
で
は
、
田
中
家
が
最
大
の
高
持
と
な
っ
て
い
る
が
、
樋
籠
村
の
名
主
を
と
も
に
勤
め
た
伊
右
衛
門
・
弥
次
右

衛
門
が
検
地
帳
に
開
発
者
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
田
中
家
に
そ
の
よ
う
な
記
載
は
な
い
。
す
な
わ
ち
田
中
家
は
、「
樋
籠

村
の
草
分
け
で
は
な
く
、
他
村
か
ら
来
住
せ
る
も
の
か
、
又
は
元
か
ら
樋
籠
村
に
い
た
し
と
し
て
も
比
較
的
微
力
な
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、

寛
永
（
寛
文
の
誤
り
）
以
降
の
比
較
的
短
い
期
間
に
土
地
を
集
積
し
、
元
禄
一
〇
年
ま
で
に
、
伊
右
衛
門
、
弥
次
右
衛
門
と
竝
ん
で
名
主

役
を
つ
と
め
る
ま
で
に
成
長
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」。

　
以
上
の
よ
う
な
実
証
を
重
ね
た
う
え
で
、
最
後
に
田
中
家
が
大
地
主
へ
と
成
長
し
た
要
因
に
つ
い
て
、
第
一
に
「
こ
の
地
方
特
有
の
一

つ
の
地
理
的
条
件
即
ち
洪
水
の
問
題
」、
第
二
に
「
田
中
家
の
小
作
制
度
」
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、「
洪
水
の
問
題
」
を
第
三
論
文
へ
、

「
小
作
制
度
」
を
第
四
論
文
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
論
点
を
引
き
継
い
で
い
る
。

　
第
三
論
文
「
樋
籠
村
と
そ
の
周
辺
の
治
水
問
題
─
庄
内
古
川
を
中
心
と
し
て
─）（（
（

」
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

①
　
樋
籠
村
周
辺
で
発
生
す
る
洪
水
は
、
第
一
に
権
現
堂
川
堤
の
決
壊
に
よ
る
大
規
模
な
も
の
、
第
二
に
庄
内
古
川
や
古
利
根
川
の
堤
の

決
壊
に
よ
る
も
の
、
第
三
に
江
戸
川
の
増
水
に
よ
る
庄
内
古
川
へ
の
「
逆
水
」
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
が
あ
る
。
樋
籠
村
周
辺
の
者
に
と

っ
て
、
第
一
の
洪
水
は
「
手
に
負
え
ぬ
も
の
」
で
あ
っ
た
が
、
第
二
の
洪
水
に
は
藻
刈
と
築
堤
に
よ
っ
て
、
第
三
の
洪
水
に
は
逆
水
除
樋

の
設
置
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
策
を
講
じ
て
い
た
。

②
　
田
中
家
は
享
保
期
以
来
、
洪
水
対
策
に
尽
力
し
て
い
る
。
特
に
庄
内
古
川
の
「
堀
継
」（
江
戸
川
へ
の
合
流
地
点
を
下
流
に
移
す
た

め
に
、
庄
内
古
川
を
延
伸
さ
せ
る
こ
と
）
に
つ
い
て
は
、
享
保
期
を
初
見
と
し
て
数
度
願
い
出
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
資
金
調
達
な
ど
も
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九

担
っ
て
い
る
。

③
　
享
保
一
八
年
に
庄
内
古
川
の
「
藻
刈
組
合
」
が
結
成
さ
れ
、
一
二
〇
〇
〇
間
余
の
藻
刈
を
、
高
一
〇
〇
石
に
つ
き
三
〇
間
の
割
合
で
、

幸
手
・
庄
内
・
松
伏
・
惣
新
田
の
四
ヶ
領
の
村
々
に
割
り
当
て
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
藻
刈
や
普
請
の
負
担
は
、
村
々
の
間
に
対
立
を
生

み
だ
し
、
い
く
つ
も
の
争
論
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
田
中
家
は
、
そ
う
し
た
争
論
の
扱
人
を
度
々
つ
と
め
た
。

④
　
天
明
の
浅
間
山
噴
火
の
降
灰
の
影
響
に
よ
っ
て
、
庄
内
古
川
の
洪
水
の
危
険
が
高
ま
る
と
、「
堀
継
」
と
と
も
に
、
川
幅
の
拡
張
工

事
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
天
保
期
に
は
江
戸
川
と
の
合
流
地
点
に
「
逆
水
除
門
樋
」
が
設
置
さ
れ
た
。
田
中
家
は
こ
れ
ら
事
業
に
対
し
て
、

多
額
の
立
替
金
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
弘
化
二
年
に
幕
府
か
ら
、
右
の
立
替
金
を
村
々
に
て
年
賦
返
済
す
る
よ
う
命
令
が
下
る
と
、

村
々
は
混
乱
に
陥
り
、
治
水
事
業
が
停
滞
し
、
結
局
嘉
永
年
間
に
数
度
の
洪
水
に
よ
っ
て
「
逆
水
除
門
樋
」
は
破
損
し
て
、
村
々
は
大
き

な
被
害
を
蒙
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
、
こ
の
論
文
は
、
田
中
家
の
地
主
と
し
て
の
成
長
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
地
主
と
し
て
成
長
を
遂
げ
て
以
降
の
田
中
家
が
、

自
ら
の
経
営
基
盤
で
あ
る
農
業
生
産
の
環
境
を
維
持
・
改
善
す
る
た
め
に
と
っ
た
対
策
と
、
結
果
と
し
て
生
じ
た
村
々
と
の
間
の
軋
轢
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
論
点
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
こ
の
地
域
の
住
民
に
と
っ
て
、
洪
水
対
策
は
安
定
し
た
生
活
を
お
く

る
た
め
の
最
重
要
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
金
銭
や
人
足
な
ど
を
負
担
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
社
会
を
考
え
る

う
え
で
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
四
論
文
「
樋
籠
村
の
土
地
問
題
─
地
守
制
を
繞
っ
て
─）（（
（

」
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

①
　
田
中
家
文
書
に
残
る
質
地
証
文
に
は
、
田
畑
の
土
地
片
を
質
に
入
れ
る
も
の
と
、
田
畑
屋
敷
の
ま
と
ま
り
を
質
に
入
れ
る
も
の
と
が

あ
る
。
土
地
片
の
場
合
は
小
面
積
が
圧
倒
的
で
、
大
部
分
が
五
反
以
下
で
あ
る
の
に
対
し
、
田
畑
屋
敷
の
ま
と
ま
り
の
場
合
、「
八
反
歩

乃
至
一
町
数
反
歩
の
間
の
ほ
ぼ
一
定
限
度
の
地
積
を
原
則
と
す
る
か
の
如
く
で
あ
っ
て
、
四
、
五
町
に
も
及
ぶ
も
の
は
こ
の
基
本
的
単
位



近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域
（
小
松
）�

六
〇

（
＝
「
単
位
的
土
地
集
団
」）
の
地
積
が
二
つ
乃
至
四
つ
質
地
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
」。

②
　
田
中
家
は
、
寛
文
三
年
に
樋
籠
新
田
の
「
名
主
田
地
屋
敷
」
を
質
に
と
っ
て
樋
籠
村
（
柳
原
村
）
の
名
主
と
な
っ
た
の
ち
も
、
他
村

の
名
主
役
地
を
質
地
に
と
っ
て
い
る
。
元
禄
一
五
年
に
は
八
町
目
村
喜
兵
衛
の
田
畑
屋
敷
の
半
分
を
質
に
と
っ
て
、
名
主
役
を
隔
年
で
勤

め
る
契
約
を
交
わ
し
て
い
る
。
元
禄
六
年
に
は
下
柳
村
の
名
主
地
を
所
持
し
て
お
り
、
宇
兵
衛
を
名
主
に
任
命
し
て
「
役
面
金
」
を
与
え

て
い
る
。
延
享
三
年
に
は
大
塚
村
の
名
主
伝
兵
衛
か
ら
土
地
と
「
名
主
株
」
を
譲
り
受
け
、
伝
兵
衛
を
「
代
役
名
主
」
に
任
命
し
て
い
る
。

③
　
田
中
家
文
書
に
は
「
地
守
請
負
証
文
」
と
呼
び
得
る
文
書
が
六
五
通
現
存
す
る
。
そ
の
契
約
内
容
は
、「
地
主
よ
り
地
守
役
を
請
負

っ
た
地
守
人
は
、
預
っ
た
田
畑
の
一
部
を
地
守
給
（
又
は
役
面
と
も
い
う
）
と
し
て
受
取
り
、
そ
れ
を
以
て
御
伝
馬
・
御
普
請
役
・
公
儀

御
役
・
村
役
等
を
負
担
す
る
。
さ
ら
に
地
守
人
は
預
っ
た
田
畑
を
自
己
の
責
任
に
お
い
て
小
作
に
入
附
け
、
年
々
小
作
料
を
取
立
て
、
そ

の
う
ち
よ
り
年
貢
を
上
納
し
、
残
り
を
地
主
に
納
入
す
る
。
従
っ
て
、
地
守
給
を
除
い
た
田
畑
の
小
作
料
か
ら
、
地
守
給
を
含
め
た
全
田

畑
に
か
か
る
年
貢
を
差
引
い
た
残
額
が
、
地
主
の
取
得
分
と
な
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
年
代
は
宝
暦
期
が
最
古
で
、
以
後
は
断
続

的
に
現
存
す
る
。
請
け
負
う
土
地
の
規
模
は
一
～
二
町
が
半
数
を
占
め
、
五
反
以
下
の
も
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

④
　
享
保
～
宝
暦
期
に
は
、
地
守
請
負
証
文
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
も
っ
た
「
家
守
請
負
証
文
」
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
役
面
を

与
え
て
役
負
担
を
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
を
定
め
た
「
年
貢
諸
役
請
負
証
文
」
が
み
ら
れ
、
類
似
の
内
容
の
証
文
は
、
延
宝
四
年
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、「
享
保
頃
に
「
家
守
」
な
る
名
称
の
下
に
後
年
の
地
守
制
度
が
存
在
し
て
お
り
、
宝
暦
・
明
和
期
に
至

っ
て
は
地
守
制
度
が
完
全
に
成
立
」
し
た
と
考
え
ら
れ
、
享
保
期
以
前
の
証
文
に
つ
い
て
も
、「
果
た
し
て
後
年
の
地
守
制
度
と
同
じ
で

あ
る
か
否
か
を
決
定
す
べ
き
資
料
は
な
い
が
、
両
者
を
全
く
無
関
係
と
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
述
べ
る
。

⑤
　
天
保
九
～
明
治
四
年
の
「
田
畑
小
作
帳
」
は
、
神
扇
村
の
田
中
家
所
持
地
に
関
す
る
帳
簿
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
地
守
人
の
人
数

お
よ
び
各
人
の
請
負
面
積
は
二
八
年
間
で
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
一
方
で
、
地
守
人
の
下
に
い
る
小
作
人
は
「
一
般
的
に
は
一
、
二
年
で
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変
」
わ
り
、
地
守
人
が
自
ら
耕
作
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
以
上
、
こ
の
論
文
が
明
ら
か
に
し
た
樋
籠
村
周
辺
の
土
地
慣
行
（
土
地
取
引
・
地
主
小
作
関
係
な
ど
）
は
、
大
地
主
の
成
長
を
考
え
る

う
え
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
前
に
、
ま
ず
は
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
右
の
土
地
慣
行
の
基
盤
に
あ
る
の
は
、
①
の
よ
う
な
「
土
地
集
団
」
の
存
在
で
あ
る
。「
土
地
集
団
」
の
一
町
前
後
と
い
う
規
模
が
、

地
守
人
の
請
け
負
う
土
地
の
規
模
や
、
元
禄
一
〇
年
の
検
地
帳
に
お
け
る
大
半
の
百
姓
の
土
地
所
持
規
模
と
共
通
し
て
い
る
の
は
、
偶
然

で
は
あ
る
ま
い
。
元
禄
期
に
お
け
る
一
町
前
後
を
所
持
す
る
百
姓
が
並
び
立
つ
構
造
に
対
応
し
て
、
百
姓
役
を
「
土
地
集
団
」
を
単
位
に

課
す
仕
組
み
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、「
土
地
集
団
」
を
管
理
し
、
そ
こ
に
課
さ
れ
る
百
姓
役
を
請
け
負
う
存
在
と
し
て
地
守
請
負
人
が

生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。

　
で
は
こ
う
し
た
土
地
慣
行
が
、
大
地
主
の
成
長
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
。
筆
者
は
以
前
、
武
蔵
国
入
間
郡
の
赤
尾
村
で
展

開
し
た
地
主
小
作
関
係
を
分
析
し
、
地
主
の
手
作
規
模
が
自
身
の
意
思
と
は
関
係
な
く
増
減
す
る
と
い
う
、
地
主
に
と
っ
て
不
安
定
な
地

主
小
作
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
村
を
超
え
た
関
係
が
ほ
と
ん
ど
形
成
さ
れ
ず
、
数
ヶ
村
レ
ベ
ル
の
地
域
社
会
と
し
て
み
る
と
、

一
村
内
で
完
結
す
る
村
方
地
主
が
並
び
立
つ
と
い
う
、
フ
ラ
ッ
ト
な
社
会
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た）（（
（

。
そ
し
て

そ
う
し
た
関
係
が
形
成
さ
れ
る
背
景
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た）（（
（

。

　
筆
者
が
別
稿
に
て
検
討
を
行
っ
た
出
羽
国
村
山
郡
は）（（
（

、
村
を
越
え
た
大
地
主
が
成
長
し
た
地
域
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は

百
姓
株
に
付
随
し
た
有
機
的
な
土
地
の
ま
と
ま
り
が
存
在
し
、
土
地
所
持
が
、
土
地
片
の
所
持
と
、
百
姓
株
に
付
随
す
る
ま
と
ま
り
の

所
持
と
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
離
し
て
い
て
、
地
主
と
小
作
人
と
の
間
に
、
後
者
の
レ
ベ
ル
の
所
持
権
を
保
持
し
て
百
姓
株
を
管
理
す

る
者
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
小
作
人
が
家
内
労
働
力
の
状
況
に
応
じ
て
小
作
地
の
受
け
放
ち
を
行
っ
て
も
、
百
姓
株
の
管
理
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者
が
小
作
の
差
配
も
し
く
は
自
身
に
て
手
作
を
行
う
の
で
、
地
主
経
営
に
直
接
の
影
響
が
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
一
方
で
、
管
理
者
や
小

作
人
が
地
主
の
意
に
反
す
る
行
動
を
と
っ
て
地
主
経
営
を
阻
害
す
る
局
面
を
生
じ
さ
せ
る
が
、
地
主
が
遠
く
離
れ
た
村
の
土
地
を
所
持

し
、
作
徳
だ
け
を
獲
得
す
る
と
い
う
経
営
の
あ
り
方
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
大
地
主
の
存
立
を
支
え
る
仕
組
み
と
評
価

で
き
る）（（
（

。

　
赤
尾
村
の
場
合
、
百
姓
株
と
土
地
所
持
と
の
有
機
的
な
繋
が
り
が
絶
た
れ
て
お
り
、
土
地
所
持
は
単
一
の
レ
ベ
ル
し
か
存
在
せ
ず
、

そ
の
た
め
、
所
持
者
で
あ
る
地
主
と
、
耕
作
者
で
あ
る
小
作
人
の
間
を
介
す
る
、
管
理
者
の
よ
う
な
存
在
が
生
ま
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、

小
作
人
の
動
向
が
地
主
経
営
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
地
主
小
作
関
係
が
不
安
定
性
を
拭
い
き
れ
な
い
。

　
右
の
説
明
か
ら
、
樋
籠
村
周
辺
の
土
地
慣
行
が
、
出
羽
国
村
山
郡
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
樋
籠
村
周
辺

で
は
、
田
畑
屋
敷
の
ま
と
ま
り
（
土
地
集
団
）
が
取
引
の
対
象
と
な
り
、
そ
れ
が
百
姓
役
負
担
の
単
位
に
も
な
っ
て
お
り
、
ゆ
え
に
そ
れ

を
管
理
す
る
地
守
人
が
発
生
し
た
。
地
守
人
が
土
地
の
ま
と
ま
り
を
管
理
し
、
小
作
の
入
附
も
し
く
は
自
身
に
て
耕
作
を
行
う
た
め
、
小

作
人
が
一
・
二
年
で
替
わ
っ
て
も
、
そ
れ
が
地
主
経
営
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、
地
主
は
所
持
地
の
管
理
に
苦
心
す
る
こ
と
な
く
一

定
の
作
徳
を
獲
得
で
き
た
。
こ
う
し
た
土
地
慣
行
の
存
在
が
、
当
該
地
域
に
大
地
主
が
成
長
し
た
大
き
な
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
樋
籠
村
田
中
家
の
協
同
研
究
の
成
果
を
整
理
し
て
き
た
。
一
九
五
一
年
段
階
で
こ
の
よ
う
な
豊
富
な
論
点
が
す
で
に
提
示
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
驚
く
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
成
果
は
特
殊
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
た
た
め
か
、
関
東
地
域
研
究
に
積
極
的
に

取
り
入
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
右
の
成
果
を
前
提
に
、
特
に
当
該
地
域
の
土
地
慣
行
に
注
目
し
て
、
先
行
研
究
の
整
理
を
進
め
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に

は
「
地
守
制
（
＝
家
守
小
作
）」
と
「
名
主
田
地
屋
敷
（
＝
名
主
地
）」
に
関
す
る
そ
の
後
の
研
究
を
整
理
し
て
、
論
点
の
サ
ー
ヴ
ェ
イ
を
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行
う
。

2
　
家
守
小
作

　
昭
和
一
一
年
に
埼
玉
県
経
済
部
が
発
行
し
た
、『
埼
玉
県
に
於
け
る
家
守
小
作）（（
（

』
と
い
う
報
告
書
が
あ
る
。
そ
の
巻
頭
に
は
、「
本
県
北

葛
飾
郡
の
一
部
に
於
て
家
守
小
作
な
る
特
殊
慣
行
あ
る
を
以
て
其
の
沿
革
並
に
現
状
を
調
査
し
之
れ
を
取
纏
め
た
る
も
の
な
り
」
と
、
報

告
書
の
趣
旨
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
家
守
小
作
」
と
は
、
前
述
の
「
地
守
制
」
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
り
、
実
は
こ
う
し

た
土
地
慣
行
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
協
同
研
究
を
除
き
、「
家
守
小
作
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
一
年
時
点
で
依
然
と
し
て
家
守
小
作
の
慣
行
が
残
っ
て
い
る
地
域
は
、「
本
県
北
葛
飾
郡
桜
井
村
を

中
心
と
せ
る
一
町
八
ヶ
村
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
［
表
（
］
の
通
り
で
、
現

在
の
杉
戸
町
お
よ
び
春
日
部
市
（
旧
庄
和
町
）
周
辺
に
固
ま
っ
て
い
る
。［
表
（
］
に
み
た
大

地
主
の
う
ち
、
葛
飾
郡
の
地
価
五
万
円
以
上
の
三
家
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
地
域
に
居
住
し
て
お

り
、
家
守
小
作
と
大
地
主
の
関
連
が
窺
わ
れ
る
。
た
だ
、
大
地
主
の
居
住
地
は
［
表
（
］
の
範

囲
を
超
え
て
そ
の
周
辺
部
に
広
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
地
域
に
は
家
守
小
作
の
慣
行
が
存
在

し
な
か
っ
た
の
か
、
近
世
期
に
存
在
し
た
も
の
の
近
代
以
降
に
消
滅
し
た
の
か
は
、
こ
の
報
告

書
か
ら
は
判
明
し
な
い
。

　
近
世
期
の
家
守
小
作
に
つ
い
て
本
格
的
に
分
析
を
行
っ
た
の
は
、
前
掲
の
協
同
研
究
以
降
で

は
、
黒
須
茂
氏
が
ほ
ぼ
唯
一
と
い
え
る）（（
（

。
黒
須
氏
は
、
上
金
崎
村
（
近
代
に
は
南
桜
井
村
、
現

春
日
部
市
）
の
土
生
津
家
に
伝
来
し
た
史
料
群）（（
（

を
中
心
に
、
様
々
な
史
料
群
か
ら
家
守
小
作
に

表 3　昭和 11年の家守小作の分布

村名 現市町村 家守小作の割合

幸松村 春日部市 （割以上

南桜井村 春日部市（旧庄和町） 5割以上

富多村 春日部市（旧庄和町） 5割以上

桜井村 春日部市（旧庄和町）杉戸町 （割以上

田宮村 杉戸町 （割以上

杉戸町 杉戸町 （割以上

堤郷村 杉戸町 （割以上

高野村 杉戸町 （割未満

八代村 幸手市 （割以上



近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域
（
小
松
）�

六
四

関
す
る
史
料
を
探
し
出
し
て
、
そ
の
あ
り
様
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
下
金
崎
村
の
天
和
元
年
の
「
年
貢
割
帳
」
に
よ
れ
ば
、
同
村
百
姓
二
四
軒
の
う
ち
五
軒
が
家
守
小
作
人
で
あ
る
。
同
村
は
そ
の
七
年

前
の
延
宝
二
年
に
上
金
崎
村
と
分
村
を
果
た
し
て
お
り
、
村
落
成
立
当
初
か
ら
家
守
小
作
が
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
。

②
　
台
地
の
開
発
に
お
い
て
も
「
家
守
」
の
語
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
寛
文
一
三
年
に
入
間
台
地
の
開
発
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
証
文
で

は
、「
新
田
御
屋
敷
家
守
」
が
開
発
人
か
ら
六
町
余
の
原
野
を
預
か
り
、
三
年
間
の
開
発
を
行
っ
た
の
ち
、
一
町
を
家
守
が
永
代
所
持
し
、

残
り
を
開
発
人
に
返
上
す
る
と
い
う
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
い
う
家
守
は
開
発
請
負
人
の
こ
と
で
あ
り
、
家
守
と
新
田
開
発
と
の

関
連
が
窺
わ
れ
る
。

③
　
上
金
崎
村
の
家
守
小
作
は
、
屋
敷
を
含
め
た
田
畑
の
ま
と
ま
り
を
預
か
り
、
そ
こ
に
課
さ
れ
た
「
諸
役
」
を
請
け
負
う
も
の
で
あ
り
、

役
給
と
し
て
一
定
の
土
地
が
家
守
に
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
家
守
が
小
作
人
か
ら
小
作
料
を
徴
収
し
、
年
貢
を
納
め
て
皆
済
手
形
を
受
け

取
り
、
地
主
へ
は
必
要
に
応
じ
て
皆
済
手
形
を
差
し
出
す
と
い
う
契
約
形
態
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

④
　
上
金
崎
村
の
人
別
帳
で
は
、
所
持
地
を
持
た
な
い
小
作
人
は
地
借
人
＝
無
高
と
記
さ
れ
る
の
に
対
し
、
家
守
は
管
理
し
て
い
る
土
地

が
持
高
と
み
な
さ
れ
、
自
身
の
所
持
地
が
な
く
と
も
、
高
持
百
姓
と
同
様
に
持
高
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
年
貢
納
入
を
家
守
が

担
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
　
家
守
が
発
生
す
る
契
機
は
、
高
持
百
姓
が
所
持
地
を
質
入
れ
し
た
の
ち
、
そ
の
土
地
の
管
理
や
負
担
を
請
け
負
う
場
合
が
多
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
家
守
は
世
襲
的
に
管
理
地
を
相
続
し
て
い
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

⑥
　
上
金
崎
村
幕
領
分
の
人
別
帳
に
よ
れ
ば
、
家
数
は
享
保
期
の
二
七
軒
か
ら
漸
減
し
、
文
化
期
以
降
は
幕
末
ま
で
一
八
軒
前
後
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
地
借
人
＝
無
高
は
、
享
保
期
の
六
軒
か
ら
漸
減
し
、
寛
政
期
以
降
は
幕
末
ま
で
ほ
ぼ
一
軒
で
あ
る
。
一
方
で
家
守
は
、
享
保
期

の
三
軒
か
ら
漸
増
し
、
天
明
～
天
保
期
に
は
六
軒
、
最
幕
末
に
は
一
一
軒
と
な
っ
て
い
る
。
最
幕
末
の
家
数
は
一
八
軒
で
、
う
ち
三
軒
は



近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域
（
小
松
）�

六
五

村
役
人
、
一
軒
は
地
借
人
、
一
一
軒
が
家
守
で
あ
り
、
高
持
の
小
前
百
姓
は
三
軒
だ
け
で
あ
っ
た
。
村
高
に
占
め
る
家
守
の
管
理
す
る
高

も
漸
増
し
、
最
幕
末
に
は
村
高
の
半
分
が
家
守
の
管
理
す
る
高
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
第
一
に
、
家
守
小
作
を
生
み
出
し
た
土
地
慣
行
は
新
田
開
発
と
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
う
し
た
土
地
慣

行
の
も
と
で
は
、
高
持
百
姓
が
全
所
持
地
を
ま
と
め
て
質
地
に
出
し
て
も
、
家
守
と
な
っ
て
年
貢
諸
役
を
負
担
し
続
け
、
土
地
の
管
理
を

担
い
続
け
る
こ
と
で
、
表
面
上
は
高
持
と
同
じ
立
場
を
保
ち
得
た
こ
と
、
と
い
う
二
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、

前
述
し
た
大
地
主
地
帯
の
出
羽
国
村
山
郡
で
も
、
全
所
持
地
を
ま
と
め
て
質
地
に
出
し
た
百
姓
が
、
百
姓
身
分
を
保
持
す
る
た
め
に
負
担

の
一
部
を
請
け
負
い
続
け
る
こ
と
で
、
前
述
の
よ
う
な
百
姓
株
の
管
理
者
が
生
み
出
さ
れ
、
結
果
と
し
て
大
地
主
の
存
立
を
さ
さ
え
る
仕

組
み
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
埼
玉
県
東
部
地
域
も
ま
た
、
こ
う
し
た
大
地
主
地
帯
と
同
じ
歴
史
的
経
緯
を
歩
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
こ
の
ほ
か
岩
淵
令
治
氏
が
、
下
総
国
葛
飾
郡
関
宿
向
下
河
岸
（
現
埼
玉
県
幸
手
市
西
関
宿
）
の
豪
商
喜
多
村
家
の
家
訓
を
検
討
す
る
な

か
で
、
当
該
地
域
の
家
守
小
作
に
言
及
し
て
い
る）（（
（

。
喜
多
村
家
は
田
畑
の
購
入
に
つ
い
て
、
他
村
に
て
購
入
し
た
田
畑
を
度
々
請
け
戻
さ

れ
た
経
験
を
踏
ま
え
、「
屋
敷
有
之
地
処
ニ
而
地
守
な
れ
ハ
、
江
戸
地
面
家
守
之
姿
ニ
而
手
前
召
仕
同
様
相
成
」「
越
石
田
畑
、
小
作
請
負

人
ニ
而
者
我
儘
申
取
扱
よ
ろ
し
か
ら
す
故
、
屋
敷
地
添
有
地
所
ニ
而
地
守
な
ら
で
ハ
下
知
ニ
従
ひ
不
申
候
」
と
、
屋
敷
付
の
土
地
、
す
な

わ
ち
田
畑
屋
敷
の
ま
と
ま
り
を
購
入
し
、
地
守
を
お
く
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
方
針
に
つ
い
て
岩
淵
氏
は
、
家
守
小

作
の
仕
組
み
を
整
理
し
た
う
え
で
、「
喜
多
村
家
の
認
識
で
は
、
家
守
小
作
制
度
は
、
不
在
地
主
に
と
っ
て
請
け
戻
し
の
可
能
性
の
あ
る

直
小
作
を
切
り
、
か
つ
質
入
主
と
の
土
地
の
結
び
つ
き
を
絶
た
な
い
方
法
、
つ
ま
り
従
来
の
村
の
社
会
を
極
力
改
変
し
な
い
方
法
で
あ
っ

た
。
一
方
、
質
入
主
に
と
っ
て
は
、
永
小
作
へ
の
道
は
絶
た
れ
る
も
の
の
、
家
守
に
は
、
村
内
で
百
姓
株
を
維
持
で
き
る
、
と
い
う
メ
リ

ッ
ト
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
指
摘
に
異
論
は
な
い
が
、
家
守
小
作
の
存
在
自
体
が
当
該
地
域
の
特

質
で
あ
り
、
他
地
域
の
在
郷
商
人
は
こ
う
し
た
方
針
を
採
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ゆ
え
に
他
村
に
田
畑
を
安
定
的
に
所
持
す
る
こ
と
が
困
難
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だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
家
守
小
作
を
選
択
で
き
る
こ
と
が
喜
多
村
家
の
経
営
を
特
質
づ
け
て
い
た
の
だ
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
家
守
小
作
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
の
自
治
体
史
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
『
新
編
埼
玉
県
史
』
で
は
、『
通
史
編
四

近
世
（
』）
（（
（

に
お
い
て
、
前
述
の
上
金
崎
村
土
生
津
家
の
取
り
結
ん
だ
家
守
小
作
関
係

と
、
同
家
の
米
穀
販
売
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
家
守
小
作
に
つ
い
て
は
、「
広
大
な
土
地
を
集
積
し
て
し
ま
っ
た
地
主
に
と
っ
て
は
、

助
郷
や
用
水
普
請
な
ど
の
役
負
担
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
こ
と
に
最
大
の
利
点
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
、
ま
た
樋
籠
村
田
中
家
の

事
例
を
あ
わ
せ
て
紹
介
し
て
、
こ
う
し
た
小
作
の
仕
組
み
は
「
広
範
囲
な
質
地
集
積
に
よ
っ
て
他
村
に
土
地
を
獲
得
し
た
豪
農
に
と
っ
て

は
、
極
め
て
好
都
合
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。

　『
春
日
部
市
史
』
で
は
、『
近
世
史
料
編
Ⅴ）（（
（

』
に
田
中
家
文
書
の
家
守
請
負
証
文
が
複
数
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、『
通
史
編
』
に
は
家
守

小
作
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
こ
れ
と
は
別
に
、『
春
日
部
市
史

庄
和
地
域
』
で
は
、『
通
史
編
』
に
家
守
請
負
証
文
が
一
通
掲
載
さ
れ
、

家
守
小
作
に
関
す
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
こ
で
は
、
家
守
小
作
が
展
開
し
た
理
由
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
、「
新
田
開
発
の
主
導

者
と
実
際
に
開
発
し
た
村
人
の
間
で
同
じ
よ
う
な
小
作
制
度
の
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
庄
和
地
域
で
も
最
初
は

新
田
開
発
に
伴
う
小
作
関
係
だ
っ
た
も
の
が
、
後
に
、
小
作
人
が
変
わ
っ
て
も
関
係
は
慣
行
と
し
て
残
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
根
拠

は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
黒
須
論
文
の
②
の
点
を
基
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　『
杉
戸
町
史
』
で
は
、『
通
史
編
』
に
て
、
深
輪
村
の
関
口
保
真
家
文
書
を
中
心
と
し
た
、
家
守
小
作
に
関
す
る
か
な
り
本
格
的
な
分
析

が
行
わ
れ
て
い
る）（（
（

。
関
口
家
と
は
、［
表
（
］
に
地
価
六
〇
〇
〇
〇
円
の
桜
井
村
関
口
家
と
し
て
現
れ
て
い
た
家
で
あ
る
。
ま
た
大
塚
村

の
秋
山
家
文
書
に
残
る
、
同
村
の
家
守
小
作
と
隣
村
の
地
主
と
の
争
論
に
関
す
る
史
料
が
分
析
さ
れ
て
お
り）（（
（

、
不
作
や
臨
時
課
役
に
よ
り

地
主
と
家
守
の
間
に
対
立
が
生
じ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

　『
幸
手
市
史
』
で
は
『
通
史
編
Ⅰ
』
に
て
、
上
吉
羽
村
の
金
子
家
文
書
を
用
い
た
家
守
小
作
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
こ
で
は
、
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土
地
を
質
入
れ
し
た
者
が
そ
の
ま
ま
家
守
に
な
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、「
家
守
契
約
を
結
び
、
地
主
・
小
作
関

係
を
続
け
る
中
で
、
長
年
の
勤
め
を
認
め
ら
れ
、
土
地
を
分
与
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
」
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
近
世
資
料

編
Ⅱ
』
に
、
家
守
小
作
の
関
係
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　
近
年
刊
行
が
は
じ
ま
っ
た
『
吉
川
市
史
』
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
『
近
世
資
料
編
』
し
か
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
書
に
地
守
証
文
が

一
通
掲
載
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
現
吉
川
市
域
や
そ
の
周
辺
も
、［
表
（
］
に
あ
る
通
り
大
地
主
が
集
中
す
る
地
域
で
あ
る
が
、
昭
和
一
一
年
の

報
告
書
が
示
し
た
よ
う
に
、
家
守
小
作
の
存
在
は
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
同
市
域
に
も
家
守
小
作
が
展
開
し
て
い
た
と
す

れ
ば
、
埼
玉
県
東
部
の
大
地
主
地
帯
と
家
守
小
作
の
展
開
地
域
と
が
重
な
る
可
能
性
も
高
い
。

3
　
名
主
地

　
樋
籠
村
の
協
同
研
究
に
て
確
認
さ
れ
て
い
た
「
名
主
田
地
屋
敷
」
＝
名
主
地
に
つ
い
て
は
、
宍
戸
知
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
が
あ
る
。

以
下
、「『
名
主
役
』
特
権
の
成
立
と
『
村
役
人
』
制
度
」（
宍
戸
Ａ
）
と
、「
名
主
役
売
買
と
名
主
地
」（
宍
戸
Ｂ
）
の
二
つ
の
論
稿
を
取

り
上
げ
よ
う）（（
（

。

　
宍
戸
Ａ
論
文
は
、
二
〇
〇
三
年
度
関
東
近
世
史
研
究
会
大
会
の
報
告
で
あ
り
、
名
主
に
与
え
ら
れ
た
「
特
権
」
の
変
化
か
ら
、「
村
役

人
」
制
度
の
成
立
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
の
う
ち
名
主
地
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う

な
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

①
　
一
七
世
紀
後
半
、
現
在
の
埼
玉
県
東
部
に
あ
た
る
村
々
で
は
、「
名
主
地
」
に
対
し
て
「
諸
役
」
が
免
除
さ
れ
て
い
た
。「
諸
役
」
が

免
除
さ
れ
る
理
由
は
、
所
持
者
が
名
主
役
を
勤
め
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
が
先
規
よ
り
「
名
主
地
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

「
諸
役
」
免
除
が
「
名
主
地
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
の
属
性
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
。「
諸
役
」
と
は
高
役
す
な
わ
ち
百
姓
役
で
あ
っ
て
、
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当
該
期
の
村
の
土
地
は
、
年
貢
が
免
除
さ
れ
る
除
地
、
年
貢
と
百
姓
役
が
懸
か
る
百
姓
地
、
年
貢
と
「
名
主
役
」
が
懸
か
り
、
そ
れ
ゆ
え

百
姓
役
が
免
除
さ
れ
る
「
名
主
地
」、
と
い
う
三
つ
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
た
。

②
　
時
期
が
下
る
に
つ
れ
て
名
主
地
の
売
買
や
耕
地
片
化
が
進
み
、
名
主
役
を
勤
め
る
家
と
名
主
地
を
所
持
す
る
家
と
が
対
応
せ
ず
、
百

姓
役
の
免
除
特
権
の
み
を
持
つ
家
が
増
え
、
問
題
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
武
蔵
国
葛
飾
郡
惣
新
田
村
の
宝
永
二
年
の
願
書
に
よ
れ

ば
、
同
村
は
元
々
「
小
郷
拾
弐
組
ニ
名
主
廿
八
人
」
が
置
か
れ
て
い
た
が
、「
其
以
後
段
々
分
り
名
主
切
売
名
主
」
が
生
じ
た
結
果
、「
名

主
御
役
も
不
致
名
主
と
申
罷
有
候
名
主
数
四
拾
七
人
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
と
い
う
。

③
　
右
の
状
況
に
対
し
て
、
幕
府
代
官
な
ど
は
元
禄
期
か
ら
、「「
名
主
地
」
を
所
持
す
る
者
の
特
権
と
化
し
て
い
た
高
役
免
除
を
、
新
た

に
「
名
主
役
」
を
勤
め
る
者
の
特
権
に
限
定
」
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
下
総
国
相
馬
郡
豊
田
村
の
御
用
留
に
は
、
貞
享
四
年
に
幕
府
代
官

よ
り
の
、「
名
主
所
持
之
高
計
役
可
引
之
、
勿
論
分
ケ
高
持
候
も
の
役
引
之
儀
向
後
堅
無
用
に
致
」
と
の
触
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
元
禄

期
に
は
、
幕
府
代
官
か
ら
幕
領
村
々
へ
、
名
主
の
特
権
を
「
名
主
持
高
」（
＝
実
際
に
名
主
が
所
持
し
て
い
る
高
）
に
対
す
る
人
馬
役
免

除
と
定
め
る
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
策
に
と
も
な
い
、
村
の
側
で
も
、
名
主
持
高
の
高
役
免
除
が
「
名
主
役
」
を
勤
め
る
者

の
特
権
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

④
　『
武
蔵
国
村
明
細
帳
集
成）（（
（

』
か
ら
名
主
の
特
権
を
抜
き
出
し
て
整
理
し
た
表
か
ら
は
、
名
主
の
高
役
免
除
が
、「
名
主
持
高
」
に
対
し

て
与
え
ら
れ
る
村
の
多
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
続
く
宍
戸
Ｂ
論
文
で
は
、
樋
籠
村
田
中
家
文
書
を
中
心
に
、
名
主
役
と
名
主
地
の
売
買
に
つ
い
て
、
Ａ
論
文
よ
り
も
掘
り
下
げ
た
分
析

を
行
っ
て
い
る
。
論
文
中
で
は
、
樋
籠
村
共
同
研
究
の
第
四
論
文
で
②
と
し
て
整
理
し
た
よ
う
な
名
主
役
と
名
主
地
の
売
買
に
つ
い
て
、

そ
れ
と
同
様
の
売
買
が
確
認
で
き
る
史
料
の
一
覧
表
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
売
買
は
「
現
在
の
行
政
区
分
で

い
う
埼
玉
県
東
部
、
茨
城
県
西
南
部
の
一
定
地
域
に
集
中
的
に
見
出
さ
れ
」、
当
該
地
域
に
特
有
の
取
引
形
態
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。



近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域
（
小
松
）�

六
九

ま
た
、
協
同
研
究
の
第
四
論
文
の
②
で
も
紹
介
し
た
「
名
主
代
役
」
に
つ
い
て
は
、
樋
籠
村
周
辺
以
外
で
は
確
認
で
き
ず
、
そ
れ
は
「
名

主
役
売
買
が
高
度
か
つ
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
た
樋
籠
村
周
辺
の
特
殊
な
慣
行
で
あ
っ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、

「
名
主
代
役
」
と
「
百
姓
代
役
＝
地
守
役
」
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
Ｂ
論
文
の
後
半
に
お
い
て
宍
戸
氏
は
、
名
主
を
勤
め
る
家
の
名
跡
を
買
得
・
相
続
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
事
実
上
の
名
主

役
売
買
で
あ
れ
ば
、
相
模
国
な
ど
他
地
域
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
、
名
主
役
売
買
は
「
特
殊
な
慣
行
で
は
な
か
っ

た
」
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
氏
は
、
Ａ
Ｂ
い
ず
れ
の
論
文
に
お
い
て
も
、
当
該
地
域
の
事
例
を
そ
の
ま
ま
他
地
域
に
も

一
般
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
名
主
地
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
に
存
在
す
る
の
か
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
地
域
を
分

析
対
象
と
し
て
き
た
者
に
は
、
提
示
さ
れ
た
構
図
が
な
か
な
か
納
得
し
に
く
い
。

　
筆
者
が
こ
れ
ま
で
分
析
を
行
っ
て
き
た
入
間
郡
赤
尾
村
の
場
合
、
名
主
が
も
つ
特
権
は
、
村
高
の
一
割
に
あ
た
る
分
の
高
役
免
除
で
あ

り
、
名
主
地
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
宍
戸
Ａ
論
文
の
④
の
表
に
よ
れ
ば
、
入
間
郡
内
に
は
同
様
に
村
高
の
一
割
の
高
役
免
除
を
特
権

と
し
て
い
る
村
が
複
数
あ
り
、
地
域
的
な
傾
向
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
権
の
形
は
、
実
際
の
土
地
所
持
関
係
と
は
無
関
係
に
い

わ
ば
機
械
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
名
主
地
や
現
実
の
名
主
持
高
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
特
権
と
は
対
照
的
と
言
え
る
。
一
方
で

同
表
に
よ
れ
ば
、
葛
飾
郡
中
曽
根
村
で
は
、
嘉
永
期
に
い
た
っ
て
も
「
名
主
役
地
」
四
八
石
四
斗
に
対
し
て
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
、「
名
主
役
地
」
の
性
格
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
端
数
を
含
む
点
か
ら
、
実
際
の
土
地
所
持
関
係
を
前
提
に
設

定
さ
れ
た
土
地
の
ま
と
ま
り
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
名
主
地
か
ら
名
主
持
高
へ
と
い
う
特
権
の
変
化
は
、
特
定
の
地
域
に
お
い
て
は

確
か
に
確
認
さ
れ
る
が
、
即
座
に
一
般
化
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
村
や
地
域
が
た
ど
っ
た
歴
史
的
経
緯
に
よ
っ
て
多
様
に
分
岐
す

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
名
主
地
に
つ
い
て
は
、
家
守
小
作
と
関
連
付
け
て
、
特
定
地
域
の
土
地
慣
行
と
し
て
理
解
す
る
方

が
生
産
的
で
は
な
い
か
。
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で
は
名
主
地
が
生
み
出
さ
れ
た
契
機
は
な
に
か
。
い
ま
こ
の
問
い
に
は
っ
き
り
と
答
え
る
準
備
は
な
い
が
、
一
つ
の
見
通
し
と
し
て
、

開
発
時
に
開
発
人
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
除
地
に
注
目
し
た
い
。
武
蔵
国
東
部
の
新
田
開
発
に
と
も
な
う
除
地
設
定
に
つ
い
て
検
討
し
た

多
田
文
夫
氏
に
よ
れ
ば）（（
（

、
代
官
伊
奈
氏
に
よ
る
一
七
世
紀
段
階
に
お
け
る
新
田
開
発
奨
励
策
は
、
開
発
人
を
一
定
期
間
の
年
貢
減
免
や
諸

役
免
除
に
よ
っ
て
取
り
こ
み
、
さ
ら
に
開
発
人
に
特
権
的
な
除
地
を
与
え
る
こ
と
で
、
開
発
人
を
中
核
と
す
る
開
発
推
進
を
狙
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
元
禄
検
地
に
お
い
て
は
除
地
否
定
の
基
本
方
針
が
示
さ
れ
、
除
地
が
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
、
村
高
に
結
ば

れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
除
地
を
与
え
る
開
発
手
形
に
は
、「
為
屋
敷
分
」
と
し
て
一
町
歩
程
度
の
田
畑
が
除
地
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
除

地
と
は
実
際
に
は
、
屋
敷
と
田
畑
を
含
む
土
地
の
ま
と
ま
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
除
地
が
体
制
的
に
否
定
さ
れ
て
年
貢
地
と
な
っ

た
の
ち
、
こ
う
し
た
土
地
の
ま
と
ま
り
が
名
主
地
と
な
っ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　
論
点
の
整
理

　
埼
玉
県
東
部
地
域
を
対
象
と
す
る
先
行
研
究
を
整
理
す
る
な
か
で
、
関
東
に
お
い
て
当
該
地
域
に
し
か
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
土
地
慣
行

が
い
く
つ
か
明
ら
か
に
な
っ
た
。
研
究
蓄
積
が
も
っ
と
も
豊
富
な
樋
籠
村
の
場
合
を
整
理
す
れ
ば
、
①
田
畑
屋
敷
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
一

町
前
後
の
土
地
の
ま
と
ま
り
（
土
地
集
団
）
が
存
在
し
、
②
土
地
集
団
を
対
象
と
し
た
土
地
取
引
が
行
わ
れ
、
③
土
地
集
団
を
単
位
に
百

姓
役
が
課
さ
れ
て
お
り
、
④
土
地
集
団
の
管
理
と
百
姓
役
を
請
け
負
う
家
守
小
作
が
存
在
し
、
⑤
「
名
主
地
」
と
呼
ば
れ
る
名
主
役
の
懸

か
る
土
地
集
団
が
存
在
し
、
⑥
「
名
主
地
」
を
売
買
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
主
役
自
体
の
売
買
が
行
わ
れ
る
、
と
い
っ
た
慣
行
が
見
ら
れ

た
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
④
の
家
守
小
作
に
つ
い
て
、
同
様
の
慣
行
が
大
地
主
地
帯
と
し
て
全
国
的
に
著
名
な
地
域
に
も
見
ら
れ
、
そ
れ
が

大
地
主
の
存
立
を
支
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
関
東
に
お
い
て
当
該
地
域
に
の
み
大
地
主
が
成
長
し
た
要
因
を
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
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で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
通
し
を
示
し
た
。

　
で
は
な
ぜ
、
当
該
地
域
に
お
い
て
の
み
、
こ
う
し
た
土
地
慣
行
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
樋
籠
村
は
元
々
畑
地
中
心
の
村
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
七
世
紀
中
頃
の
開
発
に
よ
っ
て
大
量
の
田
地
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
一

町
前
後
の
高
持
が
並
び
立
つ
村
落
構
造
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
①
の
一
町
前
後
の
土
地
集
団
の
存
在
と
関
わ
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
開
発
が
完
了
し
た
の
ち
の
元
禄
期
の
検
地
に
よ
っ
て
、
村
内
の
各
家
が
一
町
前
後
の
土
地
を
名
請
け
し
、
そ
の

一
家
ご
と
の
名
請
地
の
ま
と
ま
り
が
土
地
集
団
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
④
と
⑤
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
お
い

て
、
他
村
の
事
例
を
見
る
な
か
で
、
近
世
初
期
に
お
け
る
開
発
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
土
地
慣
行

が
生
ま
れ
た
背
景
と
し
て
、
第
一
に
近
世
初
期
の
開
発
の
影
響
を
考
え
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
、
背
景
の
第
二
と
し
て
、
役
負
担
の
問
題
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
右
に
整
理
し
た
土
地
慣
行
は
い
ず
れ
も
、
①
の

土
地
集
団
の
存
在
と
、
③
の
役
負
担
の
仕
組
み
を
前
提
に
存
在
し
て
い
る
。
土
地
集
団
が
耕
地
片
化
せ
ず
に
そ
の
ま
と
ま
り
を
維
持
し
て

お
り
、
そ
れ
が
役
負
担
の
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
土
地
集
団
を
対
象
と
し
た
土
地
取
引
が
行
わ
れ
、
土
地
集
団
を
管
理

す
る
家
守
小
作
が
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
村
に
課
さ
れ
る
人
馬
役
等
を
土
地
集
団
を
単
位
と
し
て
徴
発
し
続
け
る
こ
と
と
、
土
地
集
団

が
ま
と
ま
り
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
と
は
、
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。

　
上
金
崎
村
の
場
合
、
最
幕
末
期
に
は
一
八
軒
中
一
一
軒
が
家
守
で
あ
り
、
村
高
の
半
分
以
上
が
家
守
の
管
理
地
と
な
っ
て
い
た
。
も
し

家
守
小
作
の
慣
行
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
人
馬
役
負
担
の
義
務
を
負
う
家
が
極
端
に
少
な
く
、
土
地
を
集
積
し
た
地
主
が
一
家
で
数
家
分

の
人
馬
役
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
当
該
地
域
が
洪
水
多
発
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
対
策
の
た
め
、
藻

刈
人
足
や
堤
普
請
な
ど
治
水
に
と
も
な
う
人
馬
が
た
び
た
び
徴
発
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
実
際
に
人
馬
を
出
す
局
面
の
多
い
当
該
地
域

に
お
い
て
は
、
人
馬
役
を
負
担
す
る
家
の
減
少
は
死
活
問
題
で
あ
り
、
人
馬
役
徴
発
シ
ス
テ
ム
の
維
持
は
各
村
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
だ
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っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
治
水
関
連
の
人
馬
役
徴
発
の
多
さ
が
、
土
地
集
団
が
役
負
担
の
単
位
と
し
て
機
能
し
続
け
た
背
景
に
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
本
稿
で
は
、
埼
玉
県
東
部
地
域
の
先
行
研
究
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
歴
史
的
事
象
や
特
有
の
慣
行
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て

連
関
し
あ
っ
て
一
つ
の
「
特
殊
」
な
社
会
構
造
を
生
み
出
し
て
い
た
と
の
見
通
し
を
得
る
に
い
た
っ
た
。
当
該
地
域
の
先
行
研
究
に
は
、

す
ぐ
れ
た
実
証
分
析
も
多
い
が
、
関
東
地
域
研
究
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
実
証
分
析
の

な
か
か
ら
見
出
さ
れ
た
こ
う
し
た
特
有
な
慣
行
の
特
質
部
分
に
着
目
せ
ず
に
、
事
例
を
無
理
に
一
般
化
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
結
果
と
し

て
他
地
域
の
事
例
と
う
ま
く
切
り
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
な
か
っ
た
点
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
し
か
に
当
該
地
域
の
社
会
構
造
は
、
関
東

の
な
か
で
「
特
殊
」
と
言
え
る
が
、
そ
れ
を
「
特
殊
」
事
例
と
せ
ず
に
、
関
東
地
域
研
究
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
く
た
め
に
は
、
他
地

域
と
類
似
し
て
い
る
部
分
を
抽
出
す
る
の
で
は
な
く
、「
特
殊
」
性
を
生
み
出
し
て
い
る
要
因
を
検
証
す
る
こ
と
で
他
地
域
の
事
例
と
切

り
結
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
、
近
世
初
期
の
開
発
と
、
人
馬
役
負
担
の
多
さ
が
社
会
構
造
に
及
ぼ
し
た
影
響

と
い
う
論
点
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
こ
の
論
点
は
、
徳
川
氏
の
領
国
と
い
う
関
東
地
域
の
権
力
構
造
上
の
規
定
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

関
東
地
域
の
特
質
を
改
め
て
描
き
出
す
た
め
の
重
要
な
論
点
と
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

註（
（
）　
拙
著
『
近
世
後
期
社
会
の
構
造
と
村
請
制
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
四
年
。

（
（
）　
本
稿
で
は
、
渋
谷
隆
一
・
石
山
昭
次
郎
「
明
治
中
期
の
地
主
名
簿
」（『
土
地
制
度
史
学
』
三
〇
、
一
九
六
六
年
）
に
整
理
さ
れ
た
情
報
を
利
用
し

た
。

（
（
）　
東
京
府
に
つ
い
て
は
地
主
の
大
半
を
華
族
が
占
め
て
お
り
、
比
較
が
困
難
で
あ
る
た
め
除
外
し
た
。

（
4
）　「
明
治
一
七
年
茨
城
県
統
計
書
」「
明
治
一
九
年
栃
木
県
統
計
書
」「
明
治
二
〇
年
群
馬
県
統
計
書
」「
明
治
一
七
年
埼
玉
県
統
計
書
」「
明
治
二
〇
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年
千
葉
県
統
計
書
」「
明
治
一
六
年
東
京
府
統
計
書
」「
明
治
一
七
年
神
奈
川
県
統
計
書
」（
本
稿
で
は
い
ず
れ
も
、『
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
明
治
年

間
統
計
書
集
成

増
補
版
』（
厳
松
堂
書
店
）
を
利
用
し
た
）。

（
5
）　
明
治
一
二
年
勧
農
局
刊
行
『
明
治
十
年
全
国
農
産
表
』（
本
稿
で
は
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
第
一
〇
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
八
年
に
収
録
の

も
の
を
利
用
し
た
）。

（
6
）　
た
と
え
ば
綿
作
地
帯
と
し
て
著
名
な
河
内
国
若
江
郡
で
は
、
総
耕
地
面
積
三
〇
〇
〇
町
あ
ま
り
に
対
し
、
実
綿
生
産
量
は
二
四
〇
万
斤
あ
ま
り
に

及
び
、
七
八
四
と
い
う
高
い
数
値
に
な
る
。
ま
た
米
作
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
畿
内
の
米
作
菜
種
作
地
帯
と
し
て
著
名
な
摂
津
国
島
上
郡
で
は
、
総

耕
地
面
積
三
六
〇
〇
町
あ
ま
り
、
米
作
地
二
二
六
〇
町
に
対
し
、
米
生
産
量
は
四
二
〇
〇
〇
石
で
、
米
生
産
力
は
一
九
、
生
産
量
を
総
耕
地
面
積
で

除
し
た
値
は
一
二
と
な
り
、
生
産
力
・
規
模
と
も
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

（
7
）　
鈴
木
直
樹
「
基
調
報
告

一
七
世
紀
の
関
東
の
開
発
」（『
関
東
近
世
史
研
究
会
』
七
四
、
二
〇
一
三
年
）、
た
だ
し
こ
の
報
告
は
同
会
常
任
委
員

一
四
名
に
よ
っ
て
準
備
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
8
）　「
田
中
家
文
書
」
は
現
在
、
慶
應
義
塾
大
学
古
文
書
室
が
所
蔵
し
て
お
り
、
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）　
高
村
象
平
「
樋
籠
村
の
協
同
研
究
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
四
四
─
二
、
一
九
五
一
年
）。

（
（0
）　
服
部
謙
太
郎
「
樋
籠
村
の
歴
史
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
四
四
─
二
、
一
九
五
一
年
）。

（
（（
）　
樋
籠
村
の
村
役
人
か
ら
伊
奈
役
所
へ
提
出
さ
れ
た
帳
面
で
あ
る
。［「
田
中
家
文
書
」
4
戸
口
─
冊
子
─
Ｂ
そ
の
他
─
三
］。

（
（（
）　
島
崎
隆
夫
・
金
丸
平
八
「
樋
籠
村
と
そ
の
周
辺
の
治
水
問
題
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
四
四
─
二
、
一
九
五
一
年
）。

（
（（
）　
宇
治
順
一
郎
・
新
保
博
「
樋
籠
村
の
土
地
問
題
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
四
四
─
二
、
一
九
五
一
年
）。

（
（4
）　
第
三
論
文
で
は
展
望
と
し
て
「（
田
中
家
は
）
積
極
的
に
治
水
事
業
を
遂
行
し
て
も
、
な
お
耕
地
の
安
全
は
確
保
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の

地
方
一
帯
に
あ
る
「
地
守
制
」
が
田
中
家
土
地
経
営
の
上
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
、
田
中
家
が
主
体
的
に
地
守
制
を
導
入
し
た
よ
う

に
評
価
が
く
だ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
地
守
制
と
は
、
地
主
が
主
体
的
に
選
択
し
た
も
の
で
は
な
く
、
当
該
地
域
に
も
と
も
と
形
成
さ
れ
て
い
た
土

地
慣
行
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（5
）　
拙
稿
「
村
方
地
主
経
営
に
み
る
近
世
後
期
関
東
の
地
域
社
会
構
造
」（『
学
習
院
史
学
』
五
〇
、
二
〇
一
二
年
、
の
ち
に
同
『
近
世
後
期
社
会
の
構

造
と
村
請
制
』（
前
掲
）
に
収
録
）。

（
（6
）　
拙
著
『
近
世
後
期
社
会
の
構
造
と
村
請
制
』（
前
掲
）
終
章
、
三
四
三
頁
。
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（
（7
）　
拙
稿
「
豪
農
の
土
地
所
持
と
村
落
」（
渡
辺
尚
志
編
『
東
北
の
村
の
近
世
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。

（
（8
）　
同
様
の
仕
組
み
は
、
同
じ
く
大
地
主
地
帯
と
し
て
著
名
な
越
後
国
に
お
い
て
も
検
出
で
き
る
。（
舟
橋
明
宏
『
近
世
の
地
主
制
と
地
域
社
会
』（
岩

田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）、
中
山
清
「
米
作
単
作
地
帯
に
お
け
る
巨
大
地
主
の
存
在
構
造
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
九
四
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
）。

（
（9
）　『
埼
玉
県
に
於
け
る
家
守
小
作
』（
埼
玉
県
経
済
部
、
一
九
三
六
年
）。

（
（0
）　
黒
須
茂
「
上
金
崎
村
の
家
守
小
作
」（『
埼
玉
地
方
史
』
一
七
、
一
九
八
四
年
）。

（
（（
）　
土
生
津
家
文
書
は
現
在
、
埼
玉
県
立
文
書
館
に
寄
託
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
目
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
岩
淵
令
治
「
不
在
地
主
と
町
・
村
」（
都
市
史
研
究
会
編
『
年
報
都
市
史
研
究
5
　
商
人
と
町
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）。
用
い
て
い
る
史

料
は
、
東
京
大
学
経
済
学
部
図
書
館
所
蔵
「
家
訓
永
続
記
」
で
あ
り
、
引
用
部
分
を
含
む
同
史
料
第
九
巻
は
、
同
「
史
料
紹
介
　
幕
末
関
東
豪
商
の

江
戸
町
屋
敷
・
田
畑
購
入
心
得
書
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
一
九
、
一
九
九
七
年
）
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　『
新
編
埼
玉
県
史

通
史
編
四

近
世
（
』（
埼
玉
県
、
一
九
八
九
年
）
当
該
箇
所
執
筆
者
は
重
田
正
夫
氏
。

（
（4
）　『
春
日
部
市
史

第
三
巻

近
世
史
料
編
Ⅴ
』（
春
日
部
市
、
一
九
九
〇
年
）。

（
（5
）　『
春
日
部
市
史

庄
和
地
域

原
始
・
古
代
・
中
世
・
近
世
』（
春
日
部
市
、
二
〇
一
二
年
）
当
該
箇
所
執
筆
者
は
白
井
哲
哉
氏
。

（
（6
）　『
杉
戸
町
史

通
史
編
』（
杉
戸
町
、
二
〇
〇
五
年
）
第
三
編
第
五
章
第
二
節
「
家
守
小
作
の
展
開
」、
執
筆
者
は
原
太
平
氏
。
関
口
保
真
家
文
書

に
つ
い
て
は
、『
杉
戸
町
史
調
査
報
告
書

第
（
集

諸
家
文
書
目
録
Ⅰ
』（
杉
戸
町
、
一
九
九
三
年
）。

（
（7
）　
文
化
六
年
「（
大
塚
村
地
守
高
役
不
勤
ニ
付
一
件
）」［
秋
山
家
文
書
五
一
］（『
杉
戸
町
史
調
査
報
告
書

第
三
集

秋
山
家
・
板
橋
家
文
書
目
録
』

杉
戸
町
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
（8
）　『
幸
手
市
史

通
史
編
Ⅰ
』（
幸
手
市
、
二
〇
〇
二
年
）、
当
該
箇
所
執
筆
者
は
中
野
達
哉
氏
。
金
子
家
文
書
に
つ
い
て
は
、『
幸
手
市
史
調
査
報
告

書

第
6
集

金
子
家
文
書
目
録
』（
幸
手
市
、
一
九
九
四
年
）。

（
（9
）　『
幸
手
市
史

近
世
資
料
編
Ⅱ
』（
幸
手
市
、
一
九
九
八
年
）。

（
（0
）　『
吉
川
市
史

資
料
編

近
世
』（
吉
川
市
、
二
〇
一
二
年
）、
安
永
元
年
「
入
置
申
地
守
証
文
之
事
」［
平
方
新
田
利
根
俊
作
家
文
書
二
四
］。

（
（（
）　
宍
戸
知
「『
名
主
役
』
特
権
の
成
立
と
『
村
役
人
』
制
度
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
五
六
、
二
〇
〇
四
年
）［
宍
戸
Ａ
］、
同
「
名
主
役
売
買
と
名

主
地
」（『
地
方
史
研
究
』
五
七
─
六
、
二
〇
〇
七
年
）［
宍
戸
Ｂ
］。

（
（（
）　
小
野
文
雄
編
『
武
蔵
国
村
明
細
帳
集
成
』（
武
蔵
国
村
明
細
帳
集
成
刊
行
会
、
一
九
七
七
年
）。



近
世
期
の
埼
玉
県
東
部
地
域
（
小
松
）�

七
五

（
（（
）　
多
田
文
夫
「
伊
奈
氏
の
新
田
開
発
と
除
地
設
定
に
つ
い
て
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
四
四
、
一
九
九
九
年
）。

付
記
：
本
稿
は
、
平
成
二
五
～
二
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
（
研
究
課
題
「
近
世
関
東
に
お
け
る
地
主
の
成
長
と
土
地
制

度
」、
課
題
番
号
二
五
八
八
四
〇
五
六
、
研
究
代
表
者

小
松
賢
司
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


